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許可手数料
（知事許可）

１．初めて許可を申請する場合

２．許可の有効期間が切れたことに伴い、新たに
許可を申請する場合

３．個人企業として許可を受けている者が、法人
として改めて許可を申請する場合

４．合併、譲渡又は会社分割に伴い、新たに許可
を申請する場合　等

１．国土交通大臣許可を受けた者が、島根県内に
のみ営業所を有することになったことにより、島
根県知事許可を申請する場合

２．他都道府県知事許可を受けた者が、島根県内
のみに営業所を有することになったことにより、
島根県知事許可を申請する場合

１．一般建設業の許可のみを受けている者が、特
定建設業の許可を申請する場合

２．特定建設業の許可のみを受けている者が、一
般建設業の許可を申請する場合　*1

１．一般建設業の許可を受けている者が、他の一
般建設業の許可を申請する場合

２．特定建設業の許可を受けている者が、他の特
定建設業の許可を申請する場合

 ５ 更新
　既に受けている建設業の許可を、そのままの要
件で続けて申請する場合

５万円
[１０万円]

 ６ 般・特新規＋業種追加 　区分３と４を同時に申請する場合 １４万円

 ７ 般・特新規＋更新 　区分３と５を同時に申請する場合  *3 １４万円

 ８ 業種追加＋更新 　区分４と５を同時に申請する場合  *3
１０万円

 [１５・２０万円] *2

 ９ 般・特新規＋業種追加＋更新 　区分３、４、５を同時に申請する場合  *3 １９万円

　*2　「業種追加＋更新」の手数料について

　　・一般又は特定の一方を業種追加 ＋ 一般及び特定を同時に更新　⇒　１５万円

　　・一般及び特定を同時に業種追加 ＋ 一般及び特定を同時に更新　⇒　２０万円

　★　手数料は「島根県収入証紙」により納付してください。
　★　証紙は「様式第１号 別紙３」に貼付して提出してください。

　*1　特定建設業の許可のみを受けている場合

申請内容

　　・許可を受けている業種の全部について一般建設業の許可を申請しようとする場合は、全部の業種を廃止
      させた後、新たに「新規」として一般建設業の許可を申請する必要があります。

許可申請区分と手数料一覧

　建設業許可の「申請区分」と「手数料」は、下記のとおりです。

 ３ 般・特新規

 ２ 許可換え新規

※[　]は一般建設業と特定建設業を同時に申請する場合

申請区分

　*3　従来の建設業許可の有効期限が、原則として２カ月以上残っていることとする。

９万円 

５万円
[１０万円]

９万円
[１８万円]

 １ 新規

　　・許可を受けている業種の一部について一般建設業の許可を申請しようとする場合は、当該業種を廃止
　　　させた後、新たに「般・特新規」として申請する必要があります。

９万円
[１８万円]

 ４ 業種追加
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「経営業務の管理責任者」に係る要件確認書類一覧 

「経営業務の管理責任者」としての経験を確認するため書類です。審査の際に必要が生じた場合に

は、別途資料等の提出を求めることがありますので、あらかじめご承知ください。

建 設 業 法 区 分 経 験 区 分
添 付 書 類 

※次のいずれかの書類を添付してください。 

法第７条第１号のイに

該当する場合

※許可を受けようとす

る建設業に関し、５年

以上経営業務の管理

責任者としての経験

を有している場合

①個人企業の事業主

としての経験が５

年以上の場合

○経験期間中、事業主であったことが確認できる確

定申告書の写し（住所、氏名、職業、屋号・雅号

が記載されているものに限る。） 

○経験期間中、事業主であったことが確認できる青

色申告決算報告書の写し（住所、氏名、職業、屋

号・雅号が記載されているものに限る。） 

○経験期間中、請け負った許可を受けようとする建

設工事に係る工事請負契約書又は注文書等の

写し（請負者の屋号・雅号、事業主の氏名等が記

載されているものに限る。） 

○経験期間中、請け負った許可を受けようとする建

設工事に係る工事請負契約内容証明書（請負者

の屋号・雅号、事業主の氏名等が記載されている

ものに限る。） 

②法人の役員としての

経験が５年以上の

場合 

○経験期間中、その法人の役員に就任していたこと

が確認できる登記事項証明書又は閉鎖登記簿謄

本 

※登記簿の役員欄が、役員変更、重任等により

差し替えられている場合（１丁から２丁等）は、

差し替えられているものを全て添付 

○複数の法人の役員に就任していた経験を有して

いる場合には、それぞれの法人の登記事項証明

書又は閉鎖登記簿謄本をその年数分 

③営業所長・支店長

の経験が５年以上

ある場合 

○経験期間中、在職した事業所の建設業許可申請

書又は変更届出書の写し及び当該営業所が営ん

でいた許可業種が確認できる資料（建設業許可

申請書の別表等） 

上記①～③の経験を

組み合わせて５年以

上の場合

○①～③の場合に添付する書類に準じ、それぞれ

の経験年数を確認できる書類 
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建 設 業 法 区 分 経 験 区 分
添 付 書 類 

※次のいずれかの書類を添付してください。 

法第７条第１号のロ

に該当する場合

※許可を受けようと

する建設業以外の建

設業に関し、６年以

上経営業務の管理責

任者としての経験を

有している場合

○単一の業種区分に

おいて６年以上の経

験を有しているもの

ではなく、複数の業

種区分にわたるもの

でも可。

○許可を受けようと

する建設業に関す

る経営業務の補佐

経験と、許可を受け

ようとする建設業

又はそれ以外の建

設業における経営

業務の管理責任者

としての経験とが

通算６年以上ある

場合についても該

当。

①個人企業の事業主

としての経験が６

年以上の場合

○経験期間中、事業主であったことが確認できる確

定申告書の写し（住所、氏名、職業、屋号・雅号

が記載されているものに限る。） 

○経験期間中、事業主であったことが確認できる青

色申告決算報告書の写し（住所、氏名、職業、屋

号・雅号が記載されているものに限る。） 

○経験期間中、請け負った許可を受けようとする建

設工事に係る工事請負契約書、注文書等の写し

（請負者の屋号・雅号、事業主の氏名等が記載

されているものに限る。） 

○経験期間中、請け負った許可を受けようとする建

設工事に係る工事請負契約内容証明書（請負者

の屋号・雅号、事業主の氏名等が記載されてい

るものに限る。） 

②法人の役員としての

経験が６年以上の場

合 

○経験期間中、その法人の役員に就任していたこ

とが確認できる登記事項証明書又は閉鎖登記簿

謄本 

※登記簿の役員欄が、役員変更、重任等によ

り差し替えられている場合（１丁から２丁等）は、

差し替えられているものを全て添付 

○複数の法人の役員に就任していた経験を有して

いる場合には、それぞれの法人の登記事項証明

書又は閉鎖登記簿謄本をその年数分 

③営業所長・支店長の

経験が６年以上ある

場合 

○経験期間中、在職した事業所の建設業許可申

請書又は変更届出書の写し及び当該営業所が

営んでいた許可業種が確認できる資料（建設業

許可申請書の別表等） 

④法人の執行役員とし

ての経験が６年以上

の場合 

○経験期間中の当該法人の業務分掌規程及び組

織図の写し 

○取締役会の議事録、執行役員規定、文書決裁

規程等の写し 

 ※代表者による原本証明が必要 

○登記事項証明書又は閉鎖登記簿謄本（目的欄

の変更登記がある場合は変更前後のもの） 

上記①～④の経験を

組み合わせて６年以

上の場合

○①～④の場合に添付する書類に準じ、それぞれ

の経験年数を確認できる書類 
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建 設 業 法 区 分 経 験 区 分
添 付 書 類 

※次の全ての書類を添付してください。 

法第７条第１号のロ

に該当する場合

※許可を受けようと

する建設業に関し、

経営業務の管理責

任者に準じる地位

にあって、経営業務

を補佐した経験を

有している場合

○許可を受けようと

する建設業に関す

る経営業務の補佐

経験と、許可を受け

ようとする建設業

又はそれ以外の建

設業における経営

業務の管理責任者

としての経験とが

通算６年以上ある

場合についても該

当。

○法人、個人又はその

両方において、６年

以上の経営業務の

補佐経験を有する

者については、許可

を受けようとする

者が法人であるか

個人であるかを問

わず該当。

①法人の執行役員を５年以上

経験している場合

○経験期間中の当該法人の業務分掌規定及び組

織図の写し 

○取締役会の議事録、執行役員規程、文書決裁

規程等の写し 

※代表者による原本証明が必要 

○登記事項証明書又は閉鎖登記簿謄本（目的欄

の変更登記がある場合は変更前後のもの） 

②法人の役員に次ぐ職制上の

地位を６年以上経験している

場合

○経験期間中の当該法人等の業務分掌規定及び

組織図の写し（当該役職が、役員等に次ぐ職制

上の地位にあることが確認できるものに限る） 

※代表者による原本証明が必要 

○当該法人等の決裁規程の写し（当該役職等が、

経営業務の執行に関し、役員等に準ずる権限を

有することが確認できるものに限る） 

※書類代表者による原本証明が必要 

組合理事、支店長、営業所長

又は支配人に次ぐ職制上の地

位を６年以上有している場合

③個人企業の事業主の相続人

又は親族（親子、配偶者、兄弟

等）が、経営業務を補佐した経

験を６年以上有している場合

○経験期間中の事業主の確定申告書の写し（住

所、氏名、職業、屋号・雅号が記載されているも

のに限る。）で、事業専従者の欄にその者の氏名

が記載されているもの 

※事業専従者の欄にその者の名前がない場合は、

事業主との関係が分かる書類（戸籍抄本等） 

※経営業務を補佐した個人企業が許可業者でな

い場合は、許可を受けようとする建設工事に係る

請負契約書、注文書等の写し又は発注証明書 

④上記①～③の経験を組み合

わせて６年以上の場合

○①～③の場合に添付する書類に準じ、それぞれ

の経験年数を確認できる書類 

⑤小規模零細な法人の経営業

務の管理責任者かつ代表者で

あった者が死亡した場合等で、

その相続人がその法人の役員

経験だけでは要件を満たさず、

その法人の個人企業時代の経

営業務の補佐経験と合わせて

６年以上の場合

○登記事項証明書又は閉鎖登記簿謄本。 

○個人企業時代の事業主の確定申告書の写し

（住所、氏名、職業、屋号・雅号が記載され

ているものに限る。）で、事業専従者の欄にそ

の者の氏名が記載されているものを、役員の

経験年数で不足する年数分
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【特 記 事 項】

○以下に該当する場合は、上記に求める経験確認書類の提出は、原則不要です。

（１） 建設業の許可を受けている個人企業が、法人を設立したことに伴い、法人として新たに新規

許可申請（法人成新規申請）を行う場合において、個人企業時代の事業主が引き続き当該法

人の経営業務の管理責任者となる場合

（２） 建設業の許可を受けている法人が営業譲渡を行い、営業譲渡先の法人が許可申請を行う場合

において、営業譲渡を行った法人で経営業務の管理責任者として登録をされていた者が引き

続き営業譲渡先の法人で経営業務の管理責任者となる場合

（３） 建設業の許可を受けている法人が吸収合併される場合において、吸収した側の法人（存続会

社）が許可申請を行う場合において、吸収合併をされた法人（消滅会社）で経営業務の管理

責任者として登録されていた者が引き続き存続会社の経営業務の管理責任者となる場合

（４） その他、上記のケースと同等と認められる場合
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